
修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙３

（協定第5条第2項関連）

（機構法第13条第1項第5号に定める協定記載事項）



修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額
（消費税込み）

年度 債務引受限度額

Ｈ１８ 1,135百万円

Ｈ１９ 4,509百万円

Ｈ２０ 4,337百万円

Ｈ２１ 5,665百万円

Ｈ２２ 5,438百万円

Ｈ２３ 4,197百万円

Ｈ２４ 3,663百万円

Ｈ２５ 8,767百万円

Ｈ２６ 11,343百万円

Ｈ２７ 12,181百万円

Ｈ２８ 6,958百万円

Ｈ２９ 8,621百万円

Ｈ３０ 9,152百万円

Ｒ１ 7,016百万円

Ｒ２ 11,768百万円

Ｒ３ 7,725百万円

Ｒ４ 23,373百万円

Ｒ５ 17,228百万円

Ｒ６ 7,722百万円

Ｒ７ 60,769百万円

Ｒ８ 19,165百万円

Ｒ９ 12,817百万円

Ｒ１０ 8,118百万円

Ｒ１１ 7,484百万円

Ｒ１２ 7,333百万円

Ｒ１３ 6,997百万円

Ｒ１４ 7,056百万円

Ｒ１５ 6,994百万円

Ｒ１６ 6,862百万円

Ｒ１７ 6,785百万円

Ｒ１８ 6,608百万円

Ｒ１９ 6,439百万円

Ｒ２０ 6,610百万円

Ｒ２１ 6,459百万円

Ｒ２２ 6,862百万円

Ｒ２３ 6,829百万円

Ｒ２４ 6,772百万円

Ｒ２５ 6,399百万円

Ｒ２６ 6,660百万円

Ｒ２７ 6,285百万円

Ｒ２８ 6,381百万円

Ｒ２９ 6,597百万円

Ｒ３０ 6,847百万円

Ｒ３１ 6,561百万円

Ｒ３２ 6,658百万円

Ｒ３３ 7,260百万円

Ｒ３４ 7,521百万円

Ｒ３５ 7,724百万円

Ｒ３６ 7,472百万円

Ｒ３７ 7,659百万円

Ｒ３８ 7,551百万円

Ｒ３９ 7,428百万円

Ｒ４０ 7,253百万円

Ｒ４１ 7,509百万円

Ｒ４２ 7,433百万円

Ｒ４３ 7,355百万円

Ｒ４４ 7,785百万円

Ｒ４５ 8,006百万円

Ｒ４６ 8,006百万円

Ｒ４７ 8,006百万円

Ｒ４８ 8,006百万円

Ｒ４９ 8,006百万円

Ｒ５０ 8,006百万円

Ｒ５１ 8,006百万円

Ｒ５２ 8,006百万円

Ｒ５３ 7,798百万円

（注1）平成１８年度から令和６年度までは実績値を記載している。

（注2）上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合は、繰り越しを認めるものとする。


